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2026.1.19 

一般財団法人 戸田みらい基金 

 

（第 8 回） 「建設に関する教育振興に係る助成事業」募集要項 

 

1. 助成主旨 

一般財団法人戸田みらい基金（以下「本財団」という。）は、「建設に関する教育振興活動」に対して、その活

動実施に係る費用の全額または一部を補助します。 

上記により、教育関連団体・高校・工業高校等による創意あふれる取り組みを奨励します。 

 

2. 助成対象となる活動 

本助成の対象となる活動は、2026 年度の活動（2026 年度中に終了予定）とします。 

助成 A：教育関連団体等の取り組み 

（例）建設に関わる各種イベント開催等への協賛（運営に係る資材費・会場費等） 

助成 B：高等学校等の取り組み 

（例）各学校での建設に関わる教育実習（実習に係る資材費・教材費等） 

 

3. 審査内容 

（1） 当該活動実施により、生徒への教育に具体的な効果が見込めるか。 

（2） 当該活動内容が、具体的で、創意工夫があるか。 

（3） 当該活動に必要な費用に、妥当性があるか。 

※ 申込書の「活動に必要な費用の内訳」欄に費用内訳を詳細に記入（活動にかかる項目はすべて記

入）してください。（申込書データの記入例のシートをご参照ください。） 

 

4. 採用件数及び助成金額 

助成 A：教育関連団体等の取り組み 

助成件数 4 件程度とし、1 件につき 50 万円を上限に支給します。 

助成 B：高等学校等の取り組み 

助成件数 40 件程度とし、 

※ 各学校での建設に関わる教育実習等の取り組みには、1 件につき 30 万円を上限に支給します。 

※ 直接的な公共性のある取り組みには、1 件につき 40 万円を上限に支給します。（例：老人のための

四阿建設、公園ベンチの製作、公共散策路整備等） 

 

5. 助成の申込 

（1） 申込書（※助成 A・助成 B により申込書がわかれています。） 

申込みされる方は、本財団ホームページ（http://www.toda-mirai.or.jp/）から申込書データをダウンロ

ードしてください。（※2026 年 1 月 19 日からダウンロード可能です。） 

 

（2） 説明資料 

申込書以外に活動内容のわかる資料を提出していただくと、より活動内容がわかりやすいため、申込書

以外の別紙（PDF データ）にて説明資料（A4：5 ページ程度）を提出してください。 

また、説明資料には固有名詞等の個人情報は記載しないようご注意ください。 

http://www.toda-mirai.or.jp/
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（3） 申込方法・受付期間 

申込みされる教育関連団体、高等学校は、助成申込書（助成 A または B）に必要事項を記入し、2026

年 2 月 1 日（日）～3 月 31 日（火）の期間に申込書の「PDF データ（押印済み）、エクセルデータ」と説明

資料の「PDF データ（A4：5 ページ程度）」をメールにて戸田みらい基金事務局へお送りください。 

（E-mail）info@toda‐mirai.or.jp 

また、メールでの提出が難しい場合は、「11.問合せ」先まで郵送にてお送りください。 

 

6. 助成の決定と通知 

本財団の審査委員会が選考を行ない、理事会において助成の決定をいたします。 

採否の結果は、採用団体・高校の担当者宛に電子メールまたは郵送にて通知いたします。また、採用となっ

た活動については、2026 年 6 月末までに本財団ホームページにて公表予定となっています。 

 

7. 助成金お支払い方法 

助成金は、指定銀行の口座に 2026 年 6 月末にお振り込み予定です。 

 

8. 活動報告書の提出について 

助成決定した教育関連団体・高等学校には、2027 年 1 月末までに「5 分程度の動画」または「動画付きパワ

ーポイント」を含んだ活動報告をお願いいたします。弊財団は、提出された活動報告データを編集し、東日

本・西日本土木・建築研究会の団体及びこれまでの助成対象校等にご紹介し水平展開を行っていきます。 

 

9. 個人情報について 

助成申込書等にご記入いただいた個人情報は、選考に際し審査委員等へ提供するほか、選考結果の連絡

に利用いたします。また、ご記入いただいた情報は、助成事業のみに使用し、他の目的には使用いたしませ

ん。 

 

10. その他 

 反社会的勢力および反社会的勢力と関係すると認められる個人もしくは団体からの応募は受け付けられ

ません。また、万一助成金交付後に反社会的勢力等であることが判明した場合は、助成金を返納いただ

きます。 

 申込内容に大幅な変更が生じた場合や活動を中止した場合、虚偽の報告、必要な書類が提出されなか

った場合には、助成金の交付の取消又は既に交付した助成金の一部もしくは全額の返納を求めることが

あります。 

 一つの高校で複数の学科の申し込みはご遠慮願います。 

 【変更点】3 回連続して、同一高校同一学科が助成を受けている場合でも 4 回

目の助成申請を可能にします。 
 

11. 問合せ 

一般財団法人 戸田みらい基金 事務局 

〒104-0031 東京都中央区京橋 1-7-1 

（TEL）03-3564-2711 （E-mail）info@toda‐mirai.or.jp 

以上 
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